
3 － 2 － 3 － － － －

単位 件

18 19

1 2

単位 件

単位 地区

29

施

策

の

概

要

担当部局

重要文化的景観の概要施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

１．文化的景観の文化財としての位置づけ

　文化財保護法の一部を改正する法律が，平成16年の第159回国会において成立し，平成17年４月１日から施行され，地域における

人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観を「文化的景観」として，新たに文化財に位置づけた。

　国は都道府県又は市町村の申出に基づき，文化的景観のうち特に重要なものを重要文化的景観として選定し，保護措置を講ずること

となっており、平成２０年３月１日現在、重要文化的景観として４件選定されている。

　

２．重要文化的景観の選定基準

　重要文化的景観の選定基準は，以下のとおりである。

　一　地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された次に掲げる景観地のうち我が国民の

　　基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特なもの

　　（一）水田・畑地などの農耕に関する景観地

　　（二）茅野・牧野などの採草・放牧に関する景観地

　　（三）用材林・防災林などの森林の利用に関する景観地

　　（四）養殖いかだ・海苔ひびなどの漁ろうに関する景観地

　　（五）ため池・水路・港などの水の利用に関する景観地

　　（六）鉱山・採石場・工場群などの採掘・製造に関する景観地

　　（七）道・広場などの流通・往来に関する景観地

　　（八）垣根・屋敷林などの居住に関する景観地

　二　前項各号に掲げるものが複合した景観地のうち我が国民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的

　　なもの又は独特なもの

３．保存のための経費の補助と税制優遇

　（１）経費の補助

　　　 地方公共団体が行う文化的景観の構成要素や範囲に関する保存調査、文化的景観保存計画策定及び修理、修

　　景、復旧、防災等の事業に対して、国は原則５０％の補助を行っている。

　（２）税制優遇措置

　　　 重要文化的景観の形成重要な家屋として文部科学大臣が定める家屋（総務省令で定めるものを除く）及び当該家屋の敷地の用に

供される土地に対する固定資産税を、課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

年

瀬戸内海関係地域では、「遊子水荷浦の段畑」（愛媛県宇和島市）が重要文化的景観として平成１９年７月２６日に選定された。

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

瀬戸内海関係府県

項目３ 対象地域 瀬戸内海関係府県

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１ 重要文化的景観選定件数（各年４月1日現在） 瀬戸内海関係府県

文化庁文化財部記念物課



3 － 2 － 4 － － － －

単位

単位

単位

なし

対象地域

30

再掲箇所番号

Ｎｏ

漁場漂流物対策の推進

農林水産省水産庁増殖推進部漁場資源課

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

施策名

施

策

の

概

要

大阪湾及び紀伊水道海域において、漁業者が漁業活動中に回収したゴミの処理への支

援を実施(大阪府と徳島県の２団体連携)

漁業者が漁業活動中に回収した漂流物の処理への支援を行うことにより、広域的な漁

場環境の保全を推進するため、平成19年度から漁場漂流物対策推進事業を実施。

再掲Ｎｏ

年度

年度

年度

進捗状況を示すデータ

項目２

項目３

項目１

該当箇所番号

対象地域

担当部局

対象地域



分別作業の手間や破網等による漁業活動への支障、誤飲や絡まりによる水産生物への影響

漁場で回収した漂流物の処理状況



3 － 2 － 4 － － － －

単位

単位

単位

なし31 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ

年度

進捗状況を示すデータ

施

策

の

概

要

瀬戸内海のゴミの除去は個々の機関が実施しているが、根本的な解決策を講ずるまで

には至っていないことから、関係する32機関（国8機関、県6機関、市6機関、漁連・各種

団体10団体）からなる瀬戸内海ごみ対策検討会を設立し、関係機関が共通認識を持ち

共同で対策を検討することにより、瀬戸内海の海ごみの発生抑制及び回収処理を進め

ていく。

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

１）検討会設置目的

瀬戸内海は、広く国立公園に指定された我が国有数の自然環境を有しており、また、優

れた観光資源及び豊かな水産資源を育んでいることから、その環境保全が重要である

が、海ごみ（海底ごみ、漂流ごみ及び漂着ごみ）によって景観の悪化や漁業被害等の

問題が引き起こされている。瀬戸内海の海ごみを除去するため、関係行政機関、漁協、

各種団体等が様々な活動を行っているが、抜本的な解決策を講ずるまでには至ってい

ない。このような状況を踏まえ、関係機関が共通認識を持って共同して対策を検討する

ことによって、瀬戸内海の海ごみの発生抑制及び適正処理を推進し、もって瀬戸内海の

環境を維持・保全することを目的として「瀬戸内海海ごみ対策検討会」を立ち上げること

とした。

２）検討調査内容

・平成18年度には、海ごみ等の発生実態に係る既往の知見を整理した。

・平成19年度には、瀬戸内海全域での海底ごみ調査及び回収処理取組事例の調査を

実施、これらの調査結果と、これを踏まえた今後の対策の在り方に係る基本的な考え方

を中間とりまとめとして整理した。

瀬戸内海海ごみ対策検討会

環境省中国四国地方環境事務所

対象地域

施策名

担当部局

項目１

年度

項目３ 対象地域

項目２ 対象地域

年度





3 － 2 － 4 － － － －

単位 団体

12 13 14 15 16 17 18

91 140 294 315 331 347 366

単位

単位
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施

策

の

概

要

担当部局

市民との協働による河川環境管理施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

　近年、地域住民の市民活動への参加意欲の高まりや、個性豊かな地域づくりの気運の高まり等を受け

て、市民団体等の活動に対する社会的機運が高まっている。

また、全国各地の河川においても、環境保全活動、学校教育を含めた学習活動、川を活かしたまちづくり活

動等、様々な分野において多くの市民団体等が活動を行うようになってきている。

　河川行政としても、市民団体等との連携は、市民の河川愛護精神の醸成や地域のニーズに応じたきめ細

かい河川管理の実施に資するものであり、今後とも一層の取り組みが期待されるところである。

　具体例としては、河川アドプトプログラムとして市民団体等と連携し、河川清掃などが行われている。河川

管理者がゴミ袋、軍手等の支給、地元自治体がゴミの回収、市民団体等が清掃を実施するなど、各自役割

分担をけめて実施しているところ。

　なお、平成１７年４月から河川局ホームページ上に、「市民と連携した活動事例」を掲載しており、その中

で、市民団体等の活動内容、協力自治体の支援内容等を紹介している。

（http://www.kasen.or.jp/katsudoujirei/）

年度

　 瀬戸内海関係地域では、中国地方で旭川、四国地方で吉野川、那賀川、肱川、重信川、土器川、さらに

九州地方で山国川、大野川、乙津川の９河川で、３６６団体が、行政と連携し河川に放置されているゴミ清

掃等の河川美化活動を毎年実施している。

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１ 瀬戸法対象地域

国土交通省河川局河川環境課

河川清掃（旭川）

河川清掃（吉野川）

河川清掃（土器川）



市民との協働による河川環境管理

河川清掃（旭川）

河川清掃（吉野川）

河川清掃（土器川）

河川清掃（那賀川）



3 － 2 － 5 － － － －

単位

単位

単位

33

施

策

の

概

要

担当部局

生態系や自然景観等に配慮した海岸づくり施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

生態系や自然景観等に配慮した海岸の整備として、「エコ・コースト事業」、「自然豊かな海と森の整備対策事業（白砂青松）」を実施してい

る。

○エコ・コースト事業

　ウミガメやカ ブトガニといった海生生物や野鳥等にとって、重要な生息場所等になっている海岸や、自然景観との調和を図る必要が高

い海岸において、施設構造や工法の工夫、干潟や磯の創出などを行い、自然環境と調和した海岸を形成していく事業。

　さらに、地域住民、有識者、ＮＰＯ、地元自治体等の意見の聴取、パイ ロット工区における住民団体等の参画によりモニタリングの実施

及びその結果等を踏まえた施設の整備を行う事業や、既に海岸保全施設が整備され、防護機能が確保されている海岸において、地域住

民、有識者、ＮＰＯ、地元自治体等の参画により、生態系に配慮した既存海岸保全施設の改良を実施する事業。

○自然豊かな海と森の整備対策事業（白砂青松）

　海岸侵食等により白砂青松が失われつつある海岸において、海岸事業による砂浜の復元等の海岸環境に配慮した整備と治山事業に

よる海岸防砂林の整備を連携して行い、効率的・効果的な事業実施を推進し、国土保全を図るとともに、自然環境と利用に配慮した白砂

青松の創出を行う事業。

年度

○エコ・コースト事業

　瀬戸内海環境保全特別措置法対象地域において、これまでに９箇所を選定している。

　うち、平成１７年度は７箇所で実施中。２箇所で完了済み。

　　　実施中・・・・白石島漁港海岸【岡山県】、東播海岸【兵庫県】、徳山下松港海岸【山口県】、

　　　　　　　　　　　竹原港海岸【広島県】、下関港海岸【山口県】、児島港海岸【岡山県】、

　　　　　　　　　　　観音寺港海岸【香川県】

　　　完了済・・・・横江漁港海岸【岡山県】、天神海岸【岡山県】、

○自然豊かな海と森の整備対策事業（白砂青松）

　瀬戸内海環境保全特別措置法対象地域において、これまでに２箇所を選定している。

　うち、２箇所で完了済み。

　　　完了済・・・・沼島漁港海岸【兵庫県】、脇田漁港海岸【福岡県】

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１

国土交通省港湾局海岸・防災課



3 － 2 － 5 － 3 － 13 － －

単位

単位

単位

35

施

策

の

概

要

担当部局

海岸景観形成ガイ ドラ イ ンの概要施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

69

○海岸景観形成ガイドライン

・海岸保全事業においては、津波・高潮災害の防止が第一の事業目的となることから、大規模構造物やコ

ンクリート構造物等の景観にも大きな影響を及ぼす施設整備が実施されることが少なくない。また、浜辺等

の水際線空間は人々にとって貴重なオープンスペースであることから、市民からはマリンレジャー等の空間

利用の観点からの利便性向上を求められることも少なくない。

・その一方で、こうした事業の実施箇所は海岸景観の主要な構成要素である砂浜や岩礁、水面等であって、

景観上の影響は広範囲に及ぶことから、事業実施にあたっては景観形成に対する十分な配慮が求められて

おり、海岸保全施設単体の景観・デザインのみならず、保全対象周辺の地域や環境との一体的且つ地域

の個性を尊重した整備を図る必要がある。

・こうした状況に鑑み、本ガイドラインは、良好な海岸景観の形成を図ることを目的として、海岸と生活との

関わりを見直し、海岸の潜在的な魅力や課題を発見し、地域の価値向上を図るための海岸の整備や取り

組みの方策を示しており、今後の海岸事業の実施にあたってはこのガイドラインを活用し、海岸景観の調和

が図られるように努めているところ。

年度

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１

国土交通省港湾局海岸・防災課



3 － 3 － 1 － － － －

単位 ha

M31 T14 S24 S44 S53 H1-2 H6-7 H18

25190 20490 15200 15000 12548 11734 11963 11991

単位 ha

S53 H1-2 H6-7

12548 11734 11710

単位

36

施

策

の

概

要

担当部局

瀬戸内海の干潟・藻場の概要について施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

●瀬戸内海の沿岸域においては、多様な生物の生息や繁殖の場である干潟・藻場が多く失われてきている。干潟面積については、昭和

24年から平成18年までに約2割、藻場面積については、昭和53年から平成7年にまでに約4割が消失している。

年

藻場の面積

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

瀬戸内海

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１ 干潟の面積 瀬戸内海

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室

出典）M31年、T14年、S24年、S44年：「瀬戸内海要覧」（建設省中国地方建設局）

出典）S53年、H1～2年：第4回自然環境保全基礎調査（環境庁）

出典）H6～7年：第5回自然環境保全基礎調査（環境庁）

備考）H6～7年においては、兵庫県及び徳島県のデータが含まれてい ない。

備考）出典により、面積測定方法に違いがある。

瀬戸内海における干潟面積の推移

12,548

11,734 11,710

11,200

11,400

11,600

11,800

12,000

12,200

12,400

12,600

12,800

S53 H1-2 H6-7

藻
場

面
積

　
（

ha
）

出典）S53年、H1～2年：第4回自然環境保全基礎調査（環境庁）

出典）H6～7年：第5回自然環境保全基礎調査（環境庁）

備考）H6～7年においては、兵庫県及び徳島県のデータが含まれてい ない。

備考）出典により、面積測定方法に違いがある。

瀬戸内海における藻場面積の推移

25,190 

20,490 

15,200 15,000 

12,548 11,734 11,963 11,991 

-

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

M31 T14 S24 S44 S53 H1-2 H6-7 H18

干
潟

面
積

（
h
a）



3 － 3 － 1 － 3 － 13 － －

単位

単位

単位

7337 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ

年度

進捗状況を示すデータ

施

策

の

概

要

１）「自然環境保全基礎調査」は、全国的観点からわが国における自然環境の現況及び改変状況を把握

し、自然環境保全の施策を推進するための基礎的資料を整備するため、環境省が昭和４８年度より自然環

境保全法第4条の規定に基づき概ね５年ごとに実施している。この調査は一般に｢緑の国勢調査」と呼ば

れ、過去３０年間にわたり実施され本年度より第７回目の調査を進めている。

２）「浅海域生態系調査」を自然環境保全基礎調査の一環として生物多様性の保全上重要な湿地の内浅海

域における藻場・干潟に関する調査を全国統一手法を用いて平成14年度から実施し、生物相の基礎的情

報の整備を行っている。

①干潟調査

全国の干潟１４５箇所について、面積・地形タイプ・底質・植生・底生動物等の調査を実施。現地調査は平

成16年度をもって終了した。補完調査及び取りまとめ･解析し、平成１９年１０月に調査結果を発表した。

②藻場調査

全国の藻場１２９箇所を対象に、面積・底質・植生・動物相及び生物量等の調査を実施している。現在は取

りまとめ・解析中。
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１）干潟調査

全国１４５箇所の内瀬戸内海関係地域には２７箇所の調査地を設け、面積・地形タイプ・底質・植生・底生動

物等の調査を実施。平成１９年１０月に調査結果を発表した。この中で、各調査地点ごとに生物相の概要を

報告している。

２）藻場調査

全国１２９箇所の内瀬戸内海関係地域には１６箇所の調査地を設け、面積・底質・植生・動物相及び生物量

等の調査を実施している。現在は取りまとめ・解析中。

第6回自然環境保全基礎調査〈生態系多様性調査（浅海域生態系調査）の概要〉

環境省自然環境局自然環境計画課･生物多様性センター

対象地域

施策名

担当部局

項目１

現在取りまとめ中

年度

項目３ 対象地域

項目２ 対象地域

年度
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単位

単位

単位
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担当部局

港湾における干潟・藻場等の再生事業の概要施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

「第三次生物多様性国家戦略」や「２１世紀環境立国戦略」等を踏まえ、港湾空間における水環境の改善、自然環境の再

生・創出を図る。

○閉鎖性海域における水環境の改善を図るため、浚渫工事等で発生する良質な土砂を活用した汚泥上への覆砂のほ

か、多様な生物の生息・生育が可能となる良好な環境の回復を目的とした、干潟、藻場、海浜の再生、創出等の自然再生

事業を実施する。

年度

①瀬戸内海（周防灘地区）海域環境創造・自然再生事業

（１）事業の概要

苅田港周辺では水質・底質の汚染が進んでいるため、瀬戸内海西部区域の底質浄化事業の一環として覆砂を行い、水

質・底質の改善を図るものである。浚渫工事等により発生する良質砂で海底土を被覆するもので、長期的及び断続的

に整備を行っている。

○整備内容：覆砂　７５ha

○事業期間：平成５年度～平成２０年度

（２）事業の効果

覆砂区域においては、種々の底生生物が出現しており、覆砂による直接的な底質改善効果だけでなく、底生生物を餌と

する魚介類の棲息・産卵に適した良好な生物環境が形成されている。また、底引網漁獲物やエビ刺網漁獲物は、覆砂区

域での種類数・漁獲量が多く、底質環境の改善により生態系の回復を促すとともに、水産資源量の増大等の効果も出て

いる。

②尾道糸崎港（海老地区、百島地区、灘地区、浦崎地区）海域環境創造・自然再生等事業

（１）事業の概要

航路浚渫工事の土砂を活用して、干潟を造成することで、水質等の改善を図るとともに、豊かな生態系を創出するもの

である。

○整備内容：海浜（干潟）　約７０ha

○事業期間：昭和５９年度～平成２５年度

（２）事業の効果

干潟を造成したことで大規模なアマモ場の再生が確認されており、魚介類の産卵場、幼稚魚の餌場、隠れ場として重要な

役割を果たしている。また、地域住民にとっても、豊かな自然を感じさせる重要な空間になっている。

年度
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項目２ 対象地域

年度

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１

国土交通省港湾局国際・環境課



①瀬戸内海（周防灘地区）海域環境創造・自然再生事業

②尾道糸崎港（海老地区、百島地区、灘地区）海域環境創造・自然再生等事業

尾道糸崎港

苅田港 航空写真
位置図

尾道糸崎港

苅田港 航空写真

覆砂海域

覆 砂 イ メ ー ジ

位置図

尾道糸崎港
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なし39 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ

年度
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１）鳥獣保護区は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（以下、鳥獣保護法とする）第２８条１項の

規定に基づき、鳥獣の保護を図るため特に必要があると認める区域が指定される。鳥獣保護区には、環境

大臣が指定するものと、都道府県知事が指定するものがある。また、鳥獣保護区の中で、鳥獣の保護また

は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認められる区域については、鳥獣保護法第２９条第１

項の規定に基づき、特別保護地区として指定することができる。

２）鳥獣保護区内では、狩猟による鳥獣の捕獲は禁止される。

３）特別保護地区内では、工作物の新築、改築または増築、水面の埋め立てまたは干拓、木竹の伐採等鳥

獣の保護または鳥獣の生息地の保護に支障を及ぼす行為は、国指定鳥獣保護区については環境大臣、都

道府県鳥獣保護区については都道府県知事の許可が必要である。

４）平成２０年３月末現在、国指定鳥獣保護区は全国に６６箇所（547,840ha）が指定され、うち特別保護地

区は５３箇所（145,453ha）が指定されている。
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◎国指定浜甲子園鳥獣保護区及び同特別保護地区について

・所在地：兵庫県西宮市

・指定年月日：昭和５３年１１月１日

・面積：３０ha（うち特別保護地区は、１２ha）

・当該区域の自然環境及び指定目的：

　当該区域は、大阪湾に注ぐ鳴尾川河口西部に位置する約1.5haの干潟と地先の水域を含んでいるが、こ

の干潟は、大阪湾に残存する数少ない干潟のひとつである。ゴカイ、イソガイ等の海棲底生成物が豊富な

ため、シギ・チドリ類の重要な餌場であることから、オバシギ、キアシシギ、オオソリハシシギ等多くのシギ・チ

ドリ類の集団渡来地となっている。

また、カモ類やカモメ類の渡来地としても重要である。このように、当該区域は、シギ・チドリ類、カモ類等多く

の渡り鳥の越冬地、休息地及び採餌場として利用されていることから、鳥獣保護区に指定し、渡り鳥の保護

を図っている。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区制度について

環境省自然環境局野生生物課

対象地域

施策名

担当部局

項目１

年度

項目３ 対象地域

項目２ 対象地域

年度
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担当部局

保護水面制度の概要施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

１　保護水面は水産資源保護法（昭和２６年法律第３１３号）に基づき、水産動物が産卵し、稚魚が成育し、又は水産動植

物の種苗が発生するのに適している水面であって、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県

知事又は農林水産大臣が指定する区域をいう。

２　保護水面の指定は、都道府県知事又は農林水産大臣が行い、都道府県知事が保護水面を指定しようとするときは、

あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

３　都道府県知事又は農林水産大臣は、保護水面が基準に適合しなくなったときその他情勢の推移により必要が生じたと

きは、保護水面の区域の変更又は指定の解除をするものとする（都道府県知事の場合は、農林水産大臣の同意が必

要）。

４　指定に際して、都道府県知事又は農林水産大臣は、増殖すべき水産動植物の種類並びに増殖の方法及び増殖施設

の概要、採捕の制限又は禁止の内容等からなる管理計画を定めなければならない。

　　都道府県知事は、保護水面の管理計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、そ

の同意を得なければならない。

　　保護水面の管理は、当該保護水面を管轄する都道府県知事又は農林水産大臣が行う。

５　保護水面内での工事等については、管理者の許可または管理者への協議が必要とされている。

６　平成２０年３月現在、全国で１１６の保護水面が設置されている。

年度

兵庫県

　三原郡西淡町地先、三原郡南淡町地先、津名郡五色町地先

岡山県

　邑久郡牛窓町地先、玉野市番田地先、笠岡市高島地先

広島県

　豊田郡東野町地先、安芸郡倉橋町地先

山口県

　岩国市柱島地先、上関町八島地先、秋穂町竹島地先、豊浦町厚島地先

香川県

　詫間町粟島地先、坂出市王越町地先、観音寺市伊吹町地先

愛媛県

　中島町二神地先

大分県

　宇佐市四日市地先、宇佐市柳ヶ浦地先、宇佐市和間地先、東国東郡国見町地先、東国東郡姫島村地先、安岐町・武蔵

町地先、速見郡日出町地先、佐賀関町地先、津久見市仙水地先、津久見市保戸島地先、上浦町地先

年度
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項目２ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１ 瀬戸内海における保護水面の数 瀬戸法対象地域

農林水産省水産庁増殖推進部栽培養殖課
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【藻場・干潟の役割】

　藻場・干潟は、①水産資源の産卵・成育・生息の再生産サイ クルの場、②海洋生態系における基礎生産を構成する動植物プラ ンクト

ンや海藻類等の餌生物が豊富な場、③生物による海水中の有機物の分解や窒素・りん等栄養塩の吸収による水質浄化の場として、海

洋生物にとって不可欠且つ重要な役割を担っている。

【現状】

　沿岸域の工業地帯や都市の整備・開発による藻場・干潟の大幅な減少が、海洋生態系を破壊し、海洋の生産力及び環境浄化機能を

低下させたことによって、沿岸域で漁獲される有用な魚介類の再生産サイ クルが機能不全となり、漁獲量の減少に歯止めが掛からない状

況である。

【施策】

　これまで漁獲をメイ ンとした魚礁設置による漁場整備から有用な魚介類の幼稚仔魚の成育場等となる増殖場の整備や環境保全創造へ

の重点化を図るとともに、漁港においても自然環境に配慮した整備に取り組んでいる。

平成１４年３月に策定された漁港漁場整備長期計画に基づき、平成１４年度から平成１８年度までの５年間で概ね６千haの藻場・干潟の保

全・創造に取り組んできたところであり、平成１９年度以降においても、第２次の漁港漁場整備長期計画に基づき、平成２３年度までの５年

間に、概ね５千haの藻場・干潟の保全・創造に取り組むこととしている。

また、藻場・干潟は、水産業へ寄与することのみならず、良好な地球環境を維持する上でも極めて重要な役割を有することから、平成１５

年度から「豊かな海の森づくり事業」として水質浄化機能を有する藻場・干潟の保全・創造を強力に推進している。

さらには、資源管理や種苗放流の取り組みと漁港漁場整備事業との連携を図って、効果的・効率的な水産資源の回復を図るとともに、持

続可能な水産業を目指している。

【増殖場の整備及び環境保全創造】

　資源の回復・増大を図る魚介類に応じ、以下の手法を組み合わせて整備している。

（１）藻場造成

　　○自然石や藻礁（海藻類が着生しやすく加工したブロック等）の設置

　　○アマモ類の繁茂を目的とした覆砂

　　○砂の巻き上がりによる濁り（海藻類の光合成を阻害）を防ぐ ための潜堤等の設置（静穏域の確保）

（２）干潟造成

　　○ヘドロ化した干潟漁場における覆砂

　　○砂の流出防止のための潜堤等の設置

（３）底質改善

　　○海底のヘドロやゴミ等の堆積物の除去

　　○潮の流れを活性化させることによってヘドロ等の堆積を防ぐ ための作れい

　　○堆積した有機物の分解を促進させるための耕うん

　　○貧酸素水塊の発生を防ぐ ためや浅海域の確保のための客土（海底の嵩上げ）

（３）その他の増殖場

　　○産卵親魚及び幼稚仔魚の保護のための保護礁の設置（禁漁区域等）

　　○産卵の場を確保するための産卵礁の設置

　　○幼稚仔魚の成育に必要な餌生物の発生を促進する貝殻、瓦、石材、木材等で加工した餌料培養礁の設置

（４）その他

　　　漁港岸壁や防波堤周囲に水産資源の産卵・成育・生息の場を確保するための自然石や藻礁の設置
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東備地区特定漁港漁場整備事業（Ｈ１４～Ｈ２１）

１．アマモ場再生のため生育環境の改善

　①潜堤設置、海底面嵩上げ、覆砂（アマモ生育に適正な水深帯及び底質の確保）

　②消波施設（波浪軽減対策のための静穏域の確保）

２．幼稚仔魚の保育場及び未成魚・成魚生息場の整備

　①カ キ殻で加工した餌料培養礁の設置

　②誘導礁、滞留礁の設置

３．種苗放流と資源管理との連携

４．事業効果

○アマモ場造成等により、カ キ養殖、底びき網漁業の両立が可能となり生産性が向上

　・海底耕耘等により養殖カ キの成長早まる　　３年生産⇒２年で出荷

　・カ キ生産量　　2,119ｔ（H11）⇒2,141t(H15)

　・メバル・カ サゴの漁獲量　　22ｔ（H11）⇒20t(H15)⇒事業後84ｔ（H22）

○水質の浄化（チッソの除去）

　約700人分の年間汚水量の処理能力に相当

なし41 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ

水産基盤整備事業による豊かな海の森づくりの取り組み

農林水産省水産庁漁港漁場整備部計画課

対象地域

施策名

担当部局

項目１

進捗状況を示すデータ

年度



藻場役割

ウニ アワビ

藻場
メバル、アイナ

イカ・タコの産卵

自然石や藻礁

自然環境に配慮した漁港整備

貝殻で加工した餌料培養

干潟の役割

産卵礁・餌料培養礁の事例

鹿 久 居 島

（N）

大 多 府 島

（S)

千 軒 湾

千 軒 湾 口 部

ア マモ場 ガ ラモ場

海底 面の

かさ上げ

潜堤 の設置

幼稚 仔保 育場

育 成礁の 設置

消波 施設の 設置

未成 魚・ 成魚の 滞留 場

誘 導礁の 設置

滞留 礁の設 置

魚 介類 の移 動経 路 成魚 生息 場

（漁 獲漁
場）

カキ 養殖 筏の周 年配 置

DL± 0m

- 6m

- 8m

-1 0m

- 4m

-1 2m

-1 4m

- 2m

鹿 久 居 島

（N）

大 多 府 島

（S)

千 軒 湾

千 軒 湾 口 部鹿 久 居 島

（N）

大 多 府 島

（S)

千 軒 湾

千 軒 湾 口 部

ア マモ場 ガ ラモ場

海底 面の

かさ上げ

潜堤 の設置

幼稚 仔保 育場

育 成礁の 設置

消波 施設の 設置

未成 魚・ 成魚の 滞留 場

誘 導礁の 設置

滞留 礁の設 置

魚 介類 の移 動経 路 成魚 生息 場

（漁 獲漁
場）

カキ 養殖 筏の周 年配 置

DL± 0m

- 6m

- 8m

-1 0m

- 4m

-1 2m

-1 4m

- 2m

瀬戸内海関係地域での実施事例（岡山県東備地区）

餌料培養礁

藻場

消波施設

誘導礁・滞留礁

ヤリイカ産卵礁
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担当部局

瀬戸内海環境修復計画の概要施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

57

過去に策定された「瀬戸内海における港湾及び海域の環境保全・創造の基本的考え方（旧運輸省）」や「瀬戸内海環境

保全基本計画（環境省）」等においては、過去に失われた環境の修復の必要性が謳われているものの、いずれも具体的

な事業計画の提案まで踏み込んでいないこと、また、環境修復のみを目的とした事業は、その効果を定量的に評価する

ことが容易でないことより、十分に進められていないのが現状となっています。

　このような背景から、国土交通省中国地方整備局及び水産庁漁港漁場整備部は、2ヵ年をかけて国土総合開発事業調

整費（調査の部）により瀬戸内海の環境修復の方法について検討を行い、現時点での技術レベル等を踏まえ、将来瀬戸

内海全体で効率的・効果的に環境修復事業を進める上での課題抽出及び解決のためのケーススタディを目的として、関

係省庁の連携による、浅場（干潟・藻場等）の修復を目的とした具体的な事業計画モデルの検討を行いました。

○計画のアウトプット

　　　①浅場（干潟・藻場等）の修復目標量の設定

　　　　　瀬戸内海全域で平成１６年度より今後２０年間で干潟・藻場等の面積を約６００haを修復する。

　　　②湾・灘別の環境特性・課題の整理と対応方策の設定

　　　③湾・灘別の環境修復目標の設定方法の設定

　　　④浅場（干潟・藻場等）修復計画手法の設定

　　　⑤環境修復計画における合意形成手法の設定

　　　⑥瀬戸内海における環境修復の効率的な推進手法の設定

年度

　

・パイ ロット事業の実施【大島干潟造成を推進】

　徳山下松港新南陽地区多目的国際ターミナル整備事業における泊地浚渫工事で発生する土砂を有効活用し、港湾部

局（国土交通省中国地方整備局）と水産部局（周南市）とが連携し、アサリの生育場として継続的に活用できる干潟の整

備を行う。

　　　　　　　　（港湾部局）　潜堤、土砂投入及び投入土砂の流出防止策

　　　　　　　　（水産部局）　水産振興策及び維持管理

・シンポジウム、環境学習などによる啓蒙活動の推進（国土交通省中国地方整備局）

・備讃瀬戸環境修復計画策定に向けた検討（国土交通省中国地方整備局）

　平成18年度より、瀬戸内海環境修復計画策定に向けて、学識経験者、関係機関等による検討会を実施。また、港湾整

備により発生する浚渫土砂を海砂利採取跡地の環境修復に有効活用するため、水島港で発生した浚渫土砂を用いた

現地実証実験を平成19年度より実施。

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１

国土交通省港湾局国際・環境課、水産庁漁港漁場整備部計画課



【徳山下松　大島干潟】

【備讃瀬戸における現地実証実験】

（港湾事業）

干潟の完成イメージ 鳥瞰図（干潮時）

環境修復事業

計画地浚渫土砂

を活用

泊地整備事業

周南市

環境修復事業

計画地浚渫土砂

を活用

泊地整備事業

周南市

（港湾事業）

実証試験地

堅場島周辺海域
水島港

航路浚渫工事区域

現地実証試験実施海域

現地実証実験施工イメージ
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要

担当部局

効率的な侵食対策による砂浜の保全、創出施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

効率的な侵食対策による砂浜の保全、創出を目的に「渚の創成」を実施している。

○渚の創成

　一連の沿岸における土砂バランスを回復させる観点から、港湾・漁港や河川で堆積し

た土砂をリサイクル材として活用しながら侵食海岸での海浜の復元を図る事業。

年度

○渚の創成

　瀬戸内海環境保全特別措置法対象地域において、これまでに１箇所を選定している。

　うち、平成１７年度は１箇所で実施中。

　　　実施中・・・・屋釜海岸【香川県】

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１

国土交通省港湾局海岸・防災課



3 － 3 － 2 － － － －

単位

大阪 兵庫 和歌山 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛

2 3 8 19 8 23 23

単位

福岡 大分 計

3 2 91

単位

なし45 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ

年度

進捗状況を示すデータ

施

策

の

概

要

瀬戸内海においては､ 各種の開発等によって､ 自然海浜の減少が著しいことから､ 残された自然海浜を海

水浴等のレクリエーショ ンの場等として保全することは､ 緊要の課題となっている｡ このため､ ｢瀬戸内海環

境保全特別措置法｣ 第12条の７によって関係府県は条例により､ 瀬戸内海の海浜地及びこれに面する海

面のうち､

水際線付近において砂浜､ 岩礁その他これらに類する自然の状態が維持されているもの。

海水浴､ 潮干狩り､ その他これらに類する用に公衆に利用されており､ 将来にわたってその利用が行われ

ることが適当であると認められるもの。

について、自然海浜保全地区として指定できる旨規定された。自然海浜保全地区では、工作物の新築等に

関して届出制が採用され、自然海浜の保全と快適な利用の確保が図られている。

これを受けて関係府県のうち11府県において条例が制定され、平成18年３月末までに91地区の自然海浜

保全地区が指定されている。

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

自然海浜保全地区位置図

自然海浜保全地区制度の概要

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室

対象地域

施策名

担当部局

項目１ 自然海浜保全地区の指定状況

年度

項目３ 対象地域

項目２ 対象地域

年度

自然海浜保全地区の指定状況
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単位

単位

単位

なし46 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ

年度

進捗状況を示すデータ

施

策

の

概

要

平成17年度までの全国および瀬戸内海関係11府県における砂利・砂等の採取状況は以下の通り。

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

平成17年度の府県別砂利採取量は以下の通り。

なお、瀬戸内海関係府県においては、海砂利の採取認可を行わないこととする府県が増えている。（香川県が平成17年度から、愛媛県

は平成18年度から採取禁止）

瀬戸内海における海砂利採の状況

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室

対象地域

施策名

担当部局

項目１

年度

項目３ 対象地域

項目２ 対象地域

年度

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

S43 S45 S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63 H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16

年度

海
砂

利
採

取
量

(万
m

3
)

  年度計 瀬戸内海沿岸府県による瀬戸内海以外での採取量

  年度計 瀬戸内海での採取量
  年度計 瀬戸内海沿岸府県による採取量（瀬戸内海以外での採取量を含む。）

府県別砂利採取量（平成17年

度）
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担当部局

瀬戸内海海砂利採取環境影響評価調査の概要について施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

再掲箇所番号

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室

瀬戸内海における海砂利採取の実態を把握するとともに、長年にわたる海砂利採取が水質・底質、地形、生態系をはじめとする瀬戸内

海の環境に及ぼしてきた影響を明らかにすることを目的に平成6年から平成13年にかけて「瀬戸内海海砂利採取環境影響評価調査」を

実施した。

１．調査項目及び結果

①濁りの発生等水質の変化

砂利採取船から排出される余水の拡散は潮流の強弱や底質の底泥率、採取船の運転状況等によりかなりの差が生じていた。ＰＨ、ＣＯ

Ｄ、溶存酸素濃度及び栄養塩類（窒素・燐）等について、余水及び周辺海域で調査した結果、水質の変化は余水口周辺の狭い範囲以外

にはほとんど認められなかった。

②海底地形、底質の変化

備讃瀬戸（樫場島南東海域）の砂利採取区域では、その区域の大半で砂利採取前の水深から、－20ｍ程度水深が増大していることが確

認された。

三原瀬戸（大久野島東海域）の砂利採取区域では、採取前に存在していた-3ｍ～-20mの砂堆が消滅し、大半が-40ｍを超える水深とな

り、底質が明らかに礫化している区域が確認された。礫化の原因としては、海砂利採取に伴い不要物として排出された礫分（礫や貝殻等）

が潮流にも流されず、採取区域内やその周辺に堆積したままとなったものと考えられる。

また、備讃瀬戸底生生物調査時に併せて採取前後における海底地形の変化を調査したところ、採取の1年後でも海底地形に大きな変化

はなく、凹凸地形の埋め戻しや平準化は容易に生じるものではないと考えられた。さらに、燧灘底生生物調査において、海底地形及び底

質について昭和元年当時の既存データと比較したところ、水深の増大と凹凸地形は過去に砂堆があった範囲のほぼ全域に及び、底質

は、砂分主体から砂礫分主体に変化していることが確認された。

③底生生物（マイ クロベントス）への影響

備讃瀬戸底生生物調査においては、実際に行われている海砂利採取と比較して面積、深さはかなり小規模であるが、試験的に表層砂利

を採取し、その前後における底生生物の経時変化を調査した。その結果、種類数、個体数など底生生物への影響は数ヶ月に及び、時間

的経過と共に回復していく様子が伺えた。

燧灘（大三島南海域）底生生物調査においては、調査地点を、現在の砂利採取認可区域、過去の砂利採取認可区域及び設定履歴のな

い区域に区分し、底生生物の種類数、個体数等を比較したところ、現在の認可区域を中心とした範囲で明らかに少なく、海砂利採取によ

る影響が確認された。一方で、過去の認可区域では、設定履歴のない区域との差が見られず、影響からの回復が進んでいることが伺え

た。

これらのことから、底生生物への影響については、採取の規模や方法等により差異があり、また、砂層の保持など底生生物の生息環境

に配慮されていれば、採取後も時間的経過とともに一定の回復が進むものと考えられる。

④イ カ ナゴへの影響

イ カ ナゴが夏眠・産卵場として好んで選択する海砂利の粒度範囲とコンクリート用細骨材の標準粒度の範囲が重なっており、海砂利採取

の影響が懸念されている。

備讃瀬戸海域で実施したイ カ ナゴの卵稚仔調査及び過去の岡山県の調査結果を総合すると、イ カ ナゴ発生量は昭和50年代に入って大

きく低下し、現在まで低いレベルのままで推移していることが確認された。

一方、備讃瀬戸の燐の播磨灘・大阪湾にもイ カ ナゴの夏眠場・産卵場があるが、ここでは砂利採取は過去30年以上行われていない。兵

庫県の調査によると、備讃瀬戸でみられたような昭和50年代に入ってからのイ カ ナゴ発生量の大きな低下は播磨灘・大阪湾ではみられ

ず、昭和60年以降は大きく増加している。この60年頃より、調査時の採取方法の変更や資源管理型漁業の導入などがあり、過去のデー

タと直接比較は困難であるが、イ カ ナゴ発生量自体が増加しているものと考えられる。

イ カ ナゴ発生量が減少する要因としては、漁獲による減少、水質や夏眠・産卵場である底質等の変化による生息環境の悪化などが考

えられる。備讃瀬戸では、イ カ ナゴ漁獲量は昭和50年代の一時期には増大しているものの、昭和60年代以降はイ カ ナゴ発生量の多

かった昭和40年代前半より少し多い程度で推移しており、漁獲量と発生量との関係をみる限りにおいては、漁獲が大きな影響要因になっ

ているとは考えられない。また、水質についても昭和50年代以降悪化傾向が見られないこと及びポンプ採取船の導入により昭和50年頃

から砂利採取量が大幅に増大したことなどを考慮すると、イ カ ナゴ発生量の低下は、大量の海砂利採取により夏眠・産卵場を奪ったこと

が最も大きな影響要因と考えられる。

また、イ カ ナゴが魚食性魚類の餌として生態系の重要な地位を占めており、このようなイ カ ナゴ発生量の低下は、海域生態系にも影響を

与えてきたものと考えられる。

２．今後の対応

① 海砂利の賦存量・分布状況の把握と環境影響調査の実施

② 採取量の最小限化

③ 環境への影響を及ぼすことが少ない採取位置、面積、期間等の制限

④ 環境への影響のより小さい採取方法等の開発の促進等

⑤ 海砂利代替材の安定確保と研究開発の促進等

⑥ 海砂利採取跡地等への保全
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担当部局

代替骨材の研究開発の取り組みについて施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

　従来、瀬戸内海近郊の地域では、レディーミクストコンクリートに使用する細骨材に瀬戸内海の海砂を使用

してきた。

　瀬戸内海の海砂の採取規制により、コンクリート用細骨材が不足する事態となっており、代替骨材に関す

る検討として以下の研究を行ってきている。

(1)コンクリート用細骨材への砕砂の有効利用技術の検討（H12）

　　砕砂は海砂に比較して粒子形状が悪く、コンクリートの単位水量が増加するが、高性能ＡＥ減水剤を使用

することで対応が可能であることが分かった。

(2)現在の骨材品質規格を一部満足しない規格外細骨材の有効利用技術の検討（H15～17）

　 品質規格を満足しない細骨材を多数収集して、コンクリートの品質に与える影響について実験的検討を

行った。この結果、細骨材の種類によってはフレッシュ性状に影響を与えるものがあるが、硬化後の強度や

凍結融解耐久性に与える影響は小さく、有効利用への可能性を示した。

年度

・骨材の供給は海砂利については減少する一方、砕石は増加している。　（瀬戸内海関係地域での具体的

数値については不明）

（海砂利：Ｈ１２年度６６百万トン→Ｈ１４年度５０百万トン、砕石：Ｈ１２年度４３１百万トン→Ｈ１４年度４５４百

万トン（出典：経済産業省製造産業局推計））

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１

独立行政法人土木研究所技術推進本部構造物マネジメント技術チーム



(1)砕砂の有効利用技術の検討

・川砂に比較して砕砂は単位水量が増加する（海砂は川砂と同等）

・高性能ＡＥ減水剤を使用することで単位水量を減じることが可能

(2)規格外細骨材の有効利用技術の検討

・品質規格を満足しないZ,T,D,W,M,Yの６種類の細骨材（Ｓ）、粗骨材（Ｇ）を使用してコンク

　リートを練混ぜ、品質を調査した（AAは比較用の良質骨材）

・細骨材の影響はスランプで大きく、強度、耐久性では小さい
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単位 ha

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ H18 H19

398.2 35.2 49.5 43.9 76.5 17.8 37.6

単位 件

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ H18 H19

76 42 40 50 39 21 21

単位

49

施

策

の

概

要

担当部局

瀬戸内海の埋立の状況施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

●瀬戸内海環境保全特別措置法第13条に基づき、瀬戸内海における公有水面埋立の免許又は承認に当たって、関係府県知事は瀬戸

内海の特殊性に十分配慮しなければならないこととされている。本規定の運用のため、昭和49年5月の瀬戸内海環境保全審議会の答申

を受け「埋立ての基本方針」が策定された。

【埋立の基本方針の概要】

・瀬戸内海における埋立は厳に抑制すべきであり、やむを得ず認める場合にも以下の基本方針が運用されるべきである。

（１）全ての海域において一般的配慮事項を確認すること

　・一般的配慮事項：①水質汚濁による影響が軽微なこと等、②生態系、自然景観への影響が軽微なこと等、③漁業への影響が軽微なこ

と等

（２）下記の区域において、埋立を極力避けること

　・環境保全上の指定地域（自然公園法による特別地域、自然環境保全法による特別地域、鳥獣保護法による特別保護地区、名勝天

然記念物など）、その他法律で指定された漁業保全上の地域

（３）特定海域において、留意事項に適合しない埋立はできるだけ避けること

　・留意事項：①公害防止、環境保全に資するもの、②水質汚濁防止法による特定施設を設置しないもの、③汚濁負荷量の小さいもの

　※特定海域：大阪湾奥部、播磨灘北部、播磨灘中央部のうち香川県側、水島灘、燧灘のうち愛媛県側、安芸灘のうち広島県側及び広

島湾

年度

埋立免許件数

●平成18年11月2日から平成19年11月1日までに免許・承認された埋立件数は21件、埋立面積は37.6haであった。

●このうち10haを超える埋立は1件であった。なお、これらの埋立による、藻場および干潟の消滅は無かった。

出典）環境省調べ

備考）S40～47年は1月1日～12月31日、S48年は1月1日～11月1日、S49年以降は前年の11月2日～11月1日の累計。ただし、図中の

S46～48年の値は、3年間平均の数値。

年度

詳細は裏面参照

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

瀬戸内海

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１ 埋立免許面積の推移 瀬戸内海

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
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単位

単位

単位

年度

項目３ 対象地域

項目２ 対象地域

年度

年度

施策名

項目１ 対象地域

再掲箇所番号

埋立に当たっての環境保全

担当部局

進捗状況を示すデータ

環境影響評価法の施行以降、瀬戸内海においては、水島港（玉島地区）公有水面埋

立事業、新門司南地区公有水面埋立事業等について、環境影響評価手続きを完了

している。

再掲Ｎｏ なし

施

策

の

概

要

面積50ha以上の公有水面埋立及び30ha以上の廃棄物最終処分場においては、環

境影響評価法に基づき、環境影響評価を行うこととされている。その際には、環境へ

の影響の回避･低減を検討するとともに、必要に応じ適切な代償措置を検討するもの

とされ、その際、地域住民の意見が適切に反映されるよう努めるものとされている。

Ｎｏ 50

環境省　総合環境政策局　環境影響評価課　環境影響審査室

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

該当箇所番号
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単位

単位

単位

なし51 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ

年度

進捗状況を示すデータ

施

策

の

概

要

多自然川づくりは、河川が本来有している生物の良好な生息・生育・繁殖環境及び多様

な河川景観を保全あるいは創出する事業の実施をいい、現在、災害復旧事業を含め全

ての河川整備は多自然川づくりとすることが基本とされている。

多自然川づくりにおいては、自然の特性やメカニズムを活用し、生物の良好な生息・成

育・繁殖環境と河川景観の保全・創出する川づくりを実施しているところ。

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

広島市を流れる第一古川等において実施。

＜具体的な実施内容＞

・瀬や淵を設け河道を蛇行させるなどし、変化に富んだ整備を実施。

・治水上支障の無い範囲で極力樹木の保存や植樹を実施。

等

多自然川づくり

国土交通省河川局河川環境課、治水課

対象地域

施策名

担当部局

項目１

年度

項目３ 対象地域

項目２ 対象地域

年度



3 － 7 － － － － －

単位 k㎡

単位 k㎡

単位

なし52

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

施策名 地下水の涵養に関する取り組み施策紹介

担当部局 環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室

年度

施

策

の

概

要

１）地盤高・地下水位の観測と揚水量調査等に関する基本的な考え方及び望ましい監視の水準

等についてとりまとめた地盤沈下監視ガイドラインを策定している。

２）地盤環境保全施策に資するため、各都道府県における地下水の利用状況、地盤沈下等の状

況を取りまとめ環境省ホームページにてその情報を公表している。

３）国及び地方公共団体が実施した地盤沈下の測定結果について地方公共団体から報告を受

け、これを基に全国の地盤沈下の概況を取りまとめている。

４）地盤沈下など地下水位の低下による障害を防ぐため、地下水採取規制に関する施策を推進

している。

５）地下水の流動や地盤沈下の発生の仕組みなど、地盤環境保全対策を検討するため必要な

調査研究を行うとともに、地域の特性を踏まえた適切な地下水管理方策の検討を行っている。

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

進捗状況を示すデータ

項目１

対象地域

対象地域

年度

年度

項目３ 対象地域

項目２
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単位 ｔ/日

単位 ｔ/日

単位 ｔ/日

なし53

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

施策名 水循環機能の維持・回復を図るための取り組み（施策紹介）

担当部局 環境省水・大気環境局水環境課

CODの負荷量の推移

年度

施

策

の

概

要

１）環境基本計画

　　第2次環境基本計画（平成12年12月閣議決定）において、「環境保全上健全な水循環の確保」が21世紀初頭における環境政策の重

点分野である「戦略的プログラ ム」の一つとして位置づけられており、この中では、流域ごとに、現在及び将来の社会経済の状況、技術

レベル、生活の質の維持を考慮した上で、災害や健康リスクを最小限にしながら、自然の水循環の持つ恩恵を最大限享受できるような新

しい水循環の形を構築することを目指すこととしている。また、流域の都道府県、国の出先機関などの所轄行政機関が、流域の水循環系

の現状について診断し、その問題点を把握して、環境保全上健全な水循環計画を作成し、実行することが重要であるとしている。

　平成17年度は、第2次環境基本計画の策定から5年後に当たり、経済・社会及び環境の現状を踏まえ、年度中に現行の環境基本計画

を変更し、第3次環境基本計画を策定する予定であり、この中でも「環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組」は第2次環境基本計

画に引き続き重点分野に位置付けられる予定である。

２）関係省庁との連携

　水に関係する５省（厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）は、「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会

議を設置し、健全な水循環系の概念等についての共通認識の形成、今後の連携・協力のあり方等の基本的事項についての検討及び整

理を行ってきたところであるが、平成15年10月に省庁連絡会議の議論をとりまとめ、「健全な水循環系構築のための計画づくりに向けて」

として公表した。これは、水循環の健全化に向けて地域で実践している主体に対し、どのような目標やプロセスで実際に取り組むのかに

ついて、地域が主体的・自立的に考え、具体的な施策を導き出すための基本的な方向や方策のあり方を示している。

３）環境省の取組

　平成１６年度から、水循環計画策定等調査、水環境の健全性指標検討調査、水環境保全活動の普及支援事業の予算を確保し、環境保

全上健全な水循環機能の維持回復に向けた取組を推進している。

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で
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実

施

事

例

進捗状況を示すデータ 別添　図参照

項目１ CODの負荷量の推移

対象地域

瀬戸法対象地域対象地域

年度

瀬戸法対象地域

年度

項目３ CODの負荷量の推移 対象地域 瀬戸法対象地域

項目２
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単位

単位

単位

56

施

策

の

概

要

担当部局

下水処理水の再利用に関する取り組み施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

１）昭和５５年度に「下水処理水循環利用技術指針（案）」を策定し、昭和５６年７月に関係地方公共団体に通知。

平成元年度には処理水再利用の用途の多様化に対応すべく、「下水処理水の修景・親水利用水質検討マニュアル（案）

を策定。

２）更なる下水処理水再利用の重要性の高まりを受け、上記マニュアル等を見直し、平成１７年４月に「下水処理水の再

利用水質基準等マニュアル」を策定し、関係地方公共団体に事務連絡を発出。

３）また、昭和５４年度から関係省庁と協力して民間の行う雨水、汚水の循環利用を推進するために、財政的援助を実施。

４）下水処理水の再利用等により健全な水循環系の再生を図る事業に対し、新世代下水道支援事業制度により支援。

５）平成１７年度は２４１の処理場において下水処理水が場外に送水され、工業用水、修景用水等として再利用されてお

り、その水量は年間約２億ｍ
３
。

年度

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１

国土交通省下水道部流域管理官

再利用量　［万ｍ3/年］

平成１ ７年度

計１９ ，５９ ２万ｍ3/年

河川維持用水

３２％事業所等へ給水
８％

修景用水

２５％

農業用水
６％

水洗便所用水
３％

親水用水
２％

融雪用水

２２％

工業用水への供給
１．４％

植樹帯散水
０．７％

道路等散水
０．１％
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単位

単位

単位

58

施

策

の

概

要

担当部局

椹野川干潟地区自然再生事業（補助事業）施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

○自然再生事業

　自然と共生する社会を実現するために、優れた自然を保全することに加え、失われた自然環境の再生を積極的に推

進することが必要である。このため、関係省庁と連携し、関係自治体、専門家、NPO、地域住民等の参画を得て、失われ

た自然を再生する事業を実施する。

　環境省では平成17年度までに直轄事業として7地区、自然公園等整備費国庫補助金及び自然環境整備交付金で地方

公共団体を支援する事業を15地区、計22地区で自然再生事業を実施。

年度

○椹野川干潟地区自然再生事業

（1）山口県山口市仁保地区を源流とし、山口市内を経由して、山口湾に至る椹野川流域が対象。

（2）上中流域からの浮泥流入、生活排水対策の遅れによる富栄養化等によりカ キの異常発生が生じるなど干潟生態系

の改変・改質が生じている。このため、干潟生態系に影響を及ぼしている流域全体の現況調査を行った上で、上流から下

流までの環境関連施策を盛り込んだ産学官民にわたる多様な主体の連携・協働による流域構想を策定し、この構想に

基づき、椹野川河口干潟の再生に必要な干潟機能調査、干潟機能回復現地実証試験等を実施し、生物多様性の確保、

干潟浄化機能の回復等を図る。

（3）産学官民からなる「やまぐ ちの豊かな流域づくり推進委員会」及び「椹野川河口干潟再生小委員会」に、調査方針、手

順、実施方法等を諮った上で、関係機関が連携・協力して、調査を実施し、自然再生推進計画を策定。

■平成１４年度　河口干潟等流域の水質、生物調査、流域構想策定等

■平成１５年度　干潟機能調査等の実施

　　　　　　　　　　①干潟機能調査の実施

　　　　　　　　　　②干潟機能回復工法検討

■平成１６年度 ①現地実証試験の実施（置換、耕耘試験）及び効果確認と評価（必要に応じて）

 　　　 　　　　　　②干潟機能回復詳細手法の決定

（4）平成１６年８月１日には椹野川河口干潟等の再生の取組を今後さらに効果的に進めるため、自然再生推進法に基づ

く「椹野川河口域・干潟自然再生協議会」が設立され、計画段階から多様な主体の参画により自然再生事業が推進されて

いる。平成17年3月には、自然再生全体構想を策定した。

年度
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項目２ 対象地域

年度

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１

自然環境局　自然環境計画課
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担当部局

河床の汚泥の除去施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

河川・湖沼等における底質ダイオキシン類対策の推進のため、

１）底質ダイオキシン類対策を安全かつ的確に実施するための「河川、湖沼等における

底質ダイオキシン類対策マニュアル（案）」を策定（平成15年６月策定、平成17年３月改

訂）。

２）底質ダイオキシン類の対策技術について効果等を評価し、平成19年4月に「底質ダイ

オキシン類対策技術資料集」をとりまとめ、公表。

３）河川・湖沼等における底質ダイオキシン類対策（浚渫除去等）に対する財政的援助

を実施

年度

瀬戸内海の流入河川での実施事例としては、大阪府の神崎川等でダイオキシン類に汚

染された底質が浚渫除去され、適正に埋立処分されている。

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１

国土交通省河川局河川環境課
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単位

単位

単位

年度

項目３ 対象地域

項目２ 対象地域

年度

瀬戸内海における水質モニタリングの概要（常時監視、広域総合水質調査）

環境省水・大気環境局水環境課、閉鎖性海域対策室

対象地域

施策名

担当部局

項目１

年度

進捗状況を示すデータ

施

策

の

概

要

３． 各種モニタリングの実施および取りまとめについて

（２） 公共用水域水質測定

水質汚濁防止法に基づき、地方自治体及び国により、昭和４６年より全国の公共用水域で汚濁状況の実態調査が実施されており、環境

省においてとりまとめを実施している。その結果から、環境基準の達成状況をモニタリングしている。

（１） 広域総合水質調査

　水質総量規制の効果を把握するために東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海において、環境省が水質汚濁の実態調査を昭和５４年より実施

している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表　指定水域における水質モニタリングの概要

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

【公共用水域水質測定について】

・ＣＯＤについては、水質総量規制制度の開始時点から測定されている。

・富栄養化の問題に対応するため、第５次総量規制より全窒素及び全燐が対象となっており、平成７年度から測定が開始されている｡

・瀬戸内海では平成18年度においてＣＯＤ４５４地点（内大阪湾２８地点）、全窒素及び全燐３００地点（内大阪湾２２地点）で水質測定を

実施。

【広域総合水質調査について】

・昭和54年よりＣＯＤ、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐ等の測定を実施。

・瀬戸内海においては平成16年度124地点で水質測定を実施。

なし65 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ

 公共用水域水質測定 広域総合水質調査 
対象 全国の公共用水域 東京湾、伊勢湾、瀬戸内海 
調査項目 水質（健康項目、生活環境項目） 水質（生活環境項目）、底質 

測定点 陸域に近い沿岸域を中心に配置 
海域から沿岸域の沖合にかけて

一様に配置 
頻度 原則として12回/年以上（１回/月以上） 4回/年（春、夏、秋、冬） 

深度 

表層（海面下  0.5m） 
中層（海面下  2.0m） 
下層（海面下 10.0m） 

水深が5m以浅の場合は表層のみ測定。 
水深が10m以上の場合のみ下層を測定。 

水深5m以浅の場合 
上層（海面下 0～0.5m） 
下層（底土上 0.5m） 

水深5m以深の場合 
上層（海面下 0～0.5m） 
下層（底土上 1.0m） 

 

水深が10ｍ以上の場合は、必要に応じて

下層からも採水

採水
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該当箇所番号 再掲箇所番号

施策名 「大阪湾再生」水質一斉調査の概要

担当部局 環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室

施

策

の

概

要

１．目的

大阪湾再生推進会議では、平成16年度より国・自治体・研究機関などとの連携をはかり、 「大阪湾再生」水質一斉調査と

して、一年の内で最も水質汚濁が懸念される夏場の一日、一斉に水質調査を実施している。

平成19年度は、4回目の調査となり、国・地方公共団体や臨海部に立地する民間企業、大学などの参加により水質一斉

調査を実施した。

２．実施時期

平成19年8月7日（火）　実施（一部2，6日実施）

３．共通測定項目

「大阪湾再生行動計画」では「魚庭（なにわ）の海」の復活を目標に掲げており、その実現に向けて生物生息指標であるＤ

Ｏ（溶存酸素量）、塩分濃度、水温を海域の共通測定項目に設定。 大阪湾に流入する河川では、陸域などから流入する

汚濁負荷の指標であるＣＯＤ、窒素、りんなどを測定。 第五管区海上保安本部では、流れの調査とともに、塩分濃度、水

温、及び透明度などを測定。

４．期待される効果

大阪湾全体の環境負荷の全体像の把握（貧酸素水塊の発生分布など） 大阪湾の汚濁メカ ニズムの解明と藻場や干潟

などの改善方策の効果的な対策手法の検討陸域からの流入負荷など、陸域と海域の関係の解明国、自治体、研究機

関、企業、ＮＰＯによる環境モニタリングネットワークの構築　等

５．水質一斉調査市民参画マップ

　今回の水質一斉調査は、『水質一斉調査市民参画マップ（ＷＥＢ）』を活用し、ＮＰＯ・市民団体との協働による情報の共

有化をめざす。

①. 今年度の「大阪湾再生　水質一斉調査」では、ＮＰＯ、市民団体との協働をはかり実施。

②. 市民の皆さんには行政が行う水質測定を補完する目的として、湾域各地において、「海の色、海辺の生き物、ゴミの

様子」などの市民の視点によるモニターを実施。

③． その結果を下記の『水質一斉市民参画マップ』のＷＥＢに画像やコメントを書き込んでいただく。

④. 水質一斉調査に携わった行政職員や海で市民活動を行っている、より多くの市民の皆さんに、さらに感想などを書き

込んでいただく。

⑤. 水質一斉調査に携わった多くの行政機関・企業と、海辺で活動を行っている市民の方々とをつなぐ 大阪湾モニタリン

グに関する情報基盤として、機能していくことを目指す。

年度
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測定地点及び実施機関

【海上】（計208地点）

国土交通省近畿地方整備局(港湾空港部)、第五管区海上保安本部、大阪府環境農林水産総合研究所、大阪府港湾局、

大阪府南大阪湾岸流域下水道事務所、大阪市環境局、大阪市港湾局、堺市、兵庫県環境局、兵庫県土木局港湾課、神

戸市、西宮市、尼崎市、大阪湾広域臨海環境整備センター、関西国際空港株式会社、関西国際空港用地造成株式会社、

阪神高速道路株式会社、関西電力株式会社、新日本製鐵株式会社、ＪＦＥスチール株式会社、東洋建設株式会社、日本

ミクニヤ株式会社、大阪市立大学、大阪府立大学、大阪湾再生推進会議事務局

【河川】（計253地点）

国土交通省近畿地方整備局(河川部)、大阪府、兵庫県及び関係市

進捗状況を示すデータ

項目１ 対象地域 行動計画に定める大阪湾とその流域

項目３ 対象地域

年度

年度

項目２ 対象地域



平成19年度「大阪湾再生」水質一斉調査の調査地点

出展：大阪湾再生推進会議ＨＰ
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担当部局

せとうちネットの概要施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

87

瀬戸内海の環境保全・創造を推進するためには、地域住民、企業、研究者、行政が一体となって総合的な沿岸域の環境管理を進めてい

くことが重要。これを実現するためには各主体間で、瀬戸内海環境保全・創造に関する情報や知識を共有することが必要。「瀬戸内海研

究・環境等情報ネットワーク」（略称「せとうちネット」）はこれらを実現するための情報提供システムとして運用されている。

●主なコンテンツ

【瀬戸内海とわたしたち】

環境学習に資するコーナーとして、かけがいのない瀬戸内海・生活とのかかわりを「知る」、「考える」、「実践する」ための素材を中心

に、瀬戸内海の代表的な生きものや磯観察の方法、生きものの飼育・標本の作り方等について解説

【瀬戸内海の環境情報】

・広域総合水質調査データ（ＧＩＳ）

・自然環境に関する情報（概況、気象・海象、水質・底質、赤潮の発生状況等）

・社会・経済に関する情報（人口、産業）

・環境保全対策（閉鎖性海域の水質保全対策、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく対策、公害防止計画等）

・文化・歴史に関する情報（瀬戸内海の主な文化財指定状況、瀬戸内海に関する紀行文一覧等）

・レクレーショ ンに関する情報（瀬戸内海の主な海水浴場）

・瀬戸内海の島探索（島嶼部の環境情報）

・瀬戸内海魚類リスト

【学術研究・調査データベース】

・瀬戸内海関連文献リスト（瀬戸内海に関する既往の調査研究文献リスト （1988年までの約8,000件））

・環境省調査・研究報告書（環境省発行の瀬戸内海に関する調査報告書　約130件）

年度

年度
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項目２ 対象地域

年度

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
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担当部局

環境技術開発等推進費制度の概要施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

１．制度の目的

　持続可能な２１世紀社会の構築、環境と経済の好循環に向けて、環境技術・技術開発は重要な要素のひとつである。

　このため、広く産学官などの英知を活用した研究開発の提案を募り、優秀な提案に対して研究開発を支援することにより、環境研究・技

術開発の推進を図るものである。

２．研究開発の対象分野

(１) 基礎研究開発

次世代の環境保全技術の基礎となる「知的資産」を蓄積するための基礎的・基盤的研究

(２) 実用化研究開発

　環境保全対策を講じる基礎としての対策技術の確立・普及を図るため、研究開発の終了後比較的短期間のうちに実用化が見込まれる

環境研究・技術開発

(３) 自然共生型流域圏・都市再生技術研究

　総合科学技術会議が策定する環境分野の推進戦略において、重点領域の一つに位置づけられている自然共生型流域圏・都市再生技

術の研究

(４) 統合型研究開発

　複数の環境問題を統合的に扱うことにより、ベストミックスの効果が期待される研究開発（上記（１）又は（２）の技術分野が対象とする

環境問題を少なくとも１つ扱うものに限る。）

(５) フィージビリティスタディ研究

　若手研究者によるフィージビリティスタディ。上記(１)～(２)の全ての技術分野を対象とする。

(６)アスベスト飛散抑制対策に資する技術開発

　アスベスト飛散抑制対策に資する新たな技術の早期の確立・普及を図るため、研究開発の終了後短期間のうちに実用化が見込まれる

技術開発

年度

研究開発課題名：

   閉鎖性海域における最適環境修復技術のパッケージ化（環境修復技術のベストミックスによる物質循環構造の修復）

実施機関　　　　 ：

   財団法人国際エメックスセンター、独立行政法人産業技術総合研究所、総合科学株式会社

研究開発期間　 ：

   平成13年度-15年度

研究開発の概要：

   尼崎港をフィールドとして、水理模型を活用した流況制御実験と実験藻場等の設置による環境修復の実証を行う。

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１ 環境技術開発等推進費予算額

総合環境政策局総務課環境研究技術室
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担当部局

瀬戸内海における新たな環境保全・再生の在り方に関する調査の概要施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

（背　　景）

　瀬戸内海の一部の海域では、貧酸素水塊が発生しており、生態系保全上、問題となっているが、瀬戸内海の貧酸素水塊と産業排水や生

活排水等の人為的要因との関連は解明されていない。また、同海域においては赤潮の発生やノリの色落ち被害が問題となっており、窒

素・リンの削減対策から量的管理へと政策転換を図る必要がある。

（調査目的）

　瀬戸内海の課題に関する検討を進め、第7次総量規制基本方針への反映等を図り、瀬戸内海の環境保全施策の推進を図る。

（事業内容）

(1)　瀬戸内海における貧酸素水塊の発生に関し、汚濁負荷量の流入等の人為的な要因との関連を調査する

(2)　瀬戸内海における有機汚濁物質と生物生息環境の長期的な変化を把握するため、過去の調査で収集した底質柱状試料に含まれる

腐食物質及び生物遺骸を分析する。

(3)　瀬戸内海における干潟・藻場の減少の状況を把握するため、航空写真撮影及び地図調査により、瀬戸内海の干潟・藻場の実態を

把握する。

(4)　瀬戸内海において窒素・リンの濃度レベルを適切に管理する手法を検討する。

(5)　森林の整備・保全が閉鎖性水域の環境改善に果たす役割を評価する。

（年次計画）

平成18年度～20年度

年度

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室

瀬戸内海における新たな環境保全・再生の在り方に関する調査

・貧酸素水塊・赤潮 → 窒素・リンが過大

・ノリの色落ち → 窒素・リンの過小
・藻場・干潟の減少（水質浄化機能の低下）

○効果的な総量規制
○瀬戸内海における効果的な保全対策

(1)貧酸素水塊の発生と人為的要因との関連

(2)有機汚濁物質と生物生息環境の長期的変化

(4)窒素・リンの管理手法

Ｈ２２年

第７次総量規制に反映

【中央環境審議会答申】
●第6次総量規制の在り方について

課題

必要な調査

対策

・窒素・リン環境基準をほぼ

達成

・有機汚濁物質性状が長期

的に変化→目標とすべき水

質を検討

次の課題は引き続き検討

・赤潮被害発生
・ＣＯＤが上昇傾向の水域

・貧酸素水塊

干潟・藻場の実態データの

不足（瀬戸内部会委員指摘）

背景

【水環境部重点】
・水環境保全施策枠組み

再構築事業
(5) 森林の整備・保全による閉鎖性水域の

環境改善

森林の水質保全への役割

データ不足

(3)干潟・藻場の実態
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単位

単位

単位

72

施

策

の

概

要

担当部局

閉鎖性海域における最適環境修復技術のパッケージ化事業の概要施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

（背景）

①過剰な栄養塩や有機性汚泥が「負の遺産」として蓄積。赤潮や貧酸素水塊が発生し、生物が生息できない状態が発

生。

②保全型施策の充実、悪化した環境の修復・回復、多様な生物の生息場の創出が求められている。

③代表的な環境修復技術＝人口干潟、浅場、藻場の造成、底泥の浚渫・覆砂等→海域における物質循環構造を修復す

るためには、これからの技術の組み合わせが課題。

（調査目的）

①多様な環境修復技術の開発と最適な組合せ（ベストミックス）を示すこと

②ベストミックスの方法論の汎用化（環境修復技術のパッケージ化）

③尼崎における環境修復技術事業化のための提案

（調査期間）

Ｈ１３－Ｈ１５（環境省環境技術開発等推進事業による事業期間）

※その後兵庫県に調査が引き継がれた。

年度

（実証海域）

兵庫県尼崎港内

（実証内容）

以下の技術による水質改善効果をモニタリングで把握

①浮体式藻場による海藻類育成と海藻バイ オマス利用

②エコシステム護岸

③人口干潟

④磯および石積堤を用いた閉鎖性干潟

⑤流況制御

（結果）

・本プロジェ クトで選択した環境修復技術は互いに多くの補完機能を有しており、複数の技術が絡み合うことで機能の増

幅が図られることが判明。

・特に浅場造成による透明度改善効果、貧酸素化抑制効果とも大きく、懸濁物食性二枚貝のろ過と開始の光合成による

酸素供給は互いに大きな補完効果を生み出す。

（その他）

・実証試験終了後、これらの施設は環境教育の場として活用されている。

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室




